
満６５歳契約者への積立契約終了に伴う手続き案内について

年金共済《ひろがり》は、会社退職（雇用終了）または満６５歳の年度末（３月末）を

もって毎月の積立契約が終了するため、積立金を年金（据置を含む）または一時金（全部

解約）として受け取るための手続きが必要となります。

例年、労働組合が実施する退職予定者説明会等において、他の共済の手続きとあわせて

年金共済《ひろがり》の手続き書類の提出をお願いしていますが、提出期限が過ぎて年金

受給ができなくなる等のトラブルを未然に防止するため、満６５歳契約者に対し２０２３

年１２月２５日（月）より、積立契約終了に伴う手続きの案内書類を自宅に送付し、「送

付先住所報告書」を返送いただくよう案内します。

 「年金共済《ひろがり》送付先住所報告書」に必要事項を記入し、２０２４年１月２６日（金）
必着で、返送用封筒（切手不要）にて労連共済本部へ返送してください。

 ２０２４年２月下旬に「送付先住所報告書」で報告いただいた住所に「年金受給手続き」書類一
式を送付します。

 組合等が実施する退職予定者説明会等において「年金受給手続きのご案内」が配布されますが、
今回のご案内により既に労連共済本部に「送付先住所報告書」を提出済みの場合、重複しての提
出は必要ありません。
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